
福岡県新人看護職員研修事業費補助金交付要綱 

 （通則） 

第１条 福岡県新人看護職員研修事業費補助金については、予算の範囲内において交付するもと 

とし、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号）の規定によるほか、この交付

要綱の定めるところによる。 

 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する

のに必要な経費を補助することにより、看護の質の向上及び早期離職防止を図ることを目的と

する。 

 

（事業実施主体） 

第３条 この補助金は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の規定に基づき許可を受けた

病院（以下「事業者」という。）を対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象とし

ない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」と

いう。）第２条第２号に規定する暴力団 

(2) 法第２条第６号に規定する暴力団員が役員となっている場合 

(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員となっている場合 

(4) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合 

  ア 暴力団員が事業主又は役員に就任している場合 

  イ 暴力団員が実質的に運営している場合 

  ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している場合 

  エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結し

ている場合 

  オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している場合 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している場合 

 

 （交付の事業内容） 

第４条 事業者が、新人看護職員研修ガイドライン（改訂版）（平成２６年２月、以下「ガイドラ

イン」という。）に示された以下の項目（ア、イ、ウ）に沿って、新人看護職員、新人保健師又

は新人助産師に対して行う研修を対象とする。 

 （ア）「新人看護職員を支える体制の構築」（ガイドラインのⅠ－３－１）又はガイドラインの

うち保健師編のⅠ－３－１）を参照）として、職場適応のサポートやメンタルサポート等の

体制を整備すること。 

 （イ）「研修における組織の体制」（ガイドラインのⅠ－３－２）又はガイドラインのうち保健

師編のⅠ－３－２）を参照）として、組織内で研修責任者、教育担当者及び実地指導者の役

割を担う者を明確にすること。なお、専任又は兼任のいずれでも差し支えない。 

 （ウ）「新人看護職員研修」（ガイドラインのⅡを参照）に沿って、到達目標を設定し、その評



価を行うとともに、研修の実施に当たっては、研修プログラムを作成すること。なお、新人

助産師研修を実施する場合は、助産技術に関する項目を含めること。 

    また、新人保健師研修を実施する場合は、「新人保健師研修」（ガイドラインのうち保

健師編のⅡ）に沿って、到達目標を設定し、その評価を行うとともに、研修の実施に当た

っては、研修プログラムを作成すること。 

２ 補助金の交付の対象となる事業の実施期間は、補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決

定のあった日の属する年度の４月１日から３月３１日までとする。 

 

（交付額の算定方法） 

第５条 この補助金の交付額の算定は次のとおりとする。 

（１） 別表の基準額欄に掲げる額と同表の対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額を選

定する。 

（２）（１）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較

して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。）を交付額とする。 

 

 （交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受け

なければならない。 

（２）事業内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する場合には、知事の承認を受け

なければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合には、速や

かに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又

は一部を県に納付させることがある。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、福岡県補助金等交付規則第２０

条の規定により知事が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。 

（８）補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした調書を作成し、当該収入及び支

出にかかる証拠書類を整理し、これを事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならな

い。 

（９）事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続

の取扱いに準拠しなければならない。 

（10）事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく県の

負担又は補助を受けてはならない。  



 （申請手続） 

第７条 事業者が補助金の交付を受けようとするときは、様式１により知事が別途定める日まで

に知事に申請しなければならない。 

 

 （変更申請手続） 

第８条 事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申

請等を行う場合には、様式１－２により知事が別途定める日までに知事に提出するものとす

る。 

 

 （概算払の請求） 

第９条 この補助金は、概算払によることができるものとし、事業者が概算払を受けようとする

ときは、様式２により知事に請求しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第 10 条 事業者は補助事業が完了したとき、その日から起算して１月を経過した日（第６条第

３号により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合、当該承認通知を受領した日から１月を経

過した日）又は翌年度４月１０日のいずれか早い日までに、様式３により知事に報告しなけれ

ばならない。 

 

（補助金の額の確定）  

第 11条  知事は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を

審査し、適当であると認めたときは、当該実績報告書に基づいて第５条の規定により算

定した額と交付額のいずれか少ない方の額により、補助金の額を確定するものとする。  

２  知事は、前項の規定による額の確定後であっても、補助金等に係る予算の執行の適正

を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は補助事業者の承

諾を得た上で職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させること（以下「検査等」という。）ができるものとする。  

３ 補助事業者は、前項の検査等に協力するよう努めなければならない。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う報告） 

第 12 条 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、様式４により

速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなければ

ならない。 

  なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自 

ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の 

申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返

還しなければならない。 

 

 



 （その他） 

第 13 条 特別の事情により第５条、第７条、第８条及び第 10 条に定める算定方法、手続による 

ことができない場合には、あらかじめ、知事の承認を受けてその定めるところによるものとす

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度から令和９年度までの補助金に  

ついて適用する。  

 

   附 則  

 この要綱は、平成２４年３月２２日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、平成２３年度から平成２４年度までの補助金について適用する。  

 

   附 則  

 この要綱は、平成２６年１月２９日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、平成２５年度からの補助金について適用する。  

 

附 則  

 この要綱は、平成２８年８月１９日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、平成２８年度の補助金から適用する。  

 

附 則  

この要綱は、平成２９年９月６日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、平成２９年度の補助金から適用する。  

 

附 則  

この要綱は、令和元年６月２８日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助金から適用する。  

 

附 則  

（施行期日等）  

１ この要綱は、令和３年１月１日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、令和２年度の補助金から適用する。  

 （経過措置）  

２ この要綱の施行に伴い改正される前の各様式については、令和３年３月３１日までの間、  

改正後の各様式とみなすことができるものとする。  

 

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、令和４年度の補助金から適用する。  



 

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補  

助金交付要綱の規定は、令和５年度の補助金から適用する。  

 

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 

附 則  

この要綱は、令和７年７月１０日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補助金

交付要綱の規定は、令和７年度の補助金から適用する。  

 

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、改正後の福岡県新人看護職員研修事業費補助金交

付要綱の規定は、令和８年度の補助金から適用する。  

 



福岡県新人看護職員研修事業費補助金交付要綱【別表】 
 

                                                                                      

 

１ 基準額 

 

 

２ 対象経費 

 

 

次の（１）から（３）により算出された額の合計額 

とする。 

 

（１）研修経費 

   ア 新人看護職員等が１名のとき  

４４０，０００円 

（ただし、新人保健師研修・新人助産師研修のいずれか

を含む場合５８６，０００円） 

 

   イ 新人看護職員等が２名以上のとき  

６３０，０００円 

（ただし、新人保健師研修・新人助産師研修のいずれか

を含む場合７７６，０００円、新人保健師研修・新人

助産師研修の両方を含む場合９２２，０００円） 

 

 

（２）教育担当者経費 

新人看護職員等５名以上の場合に５名ごとに 

２１５，０００円 

 

（注）新人看護職員数等の人数は、当該年度の４月末日現 

在に在職している新人看護職員、新人保健師及び新人 

助産師であって、それぞれの研修に参加する人数と 

し、上限を７０名とする。 

     なお、新人看護職員研修、新人保健師研修又は新人 

助産師研修の複数の研修を実施する施設において、複 

数の研修に参加する者は１名として計上する。 

 

 

（３）医療機関受入研修事業 

   ア １名～４名を受け入れる場合 

１施設あたり  

１１３，０００円 

 

   イ ５名～９名を受け入れる場合 

１施設あたり 

２２６，０００円 

 

   ウ １０名～１４名を受け入れる場合 

１施設あたり 

５６６，０００円 

 

   エ １５名～１９名を受け入れる場合 

１施設あたり 

８４９，０００円 

 

   オ ２０名以上受け入れる場合 

１施設あたり 

１，１３２，０００円 

 

カ 受け入れる新人看護職員数が２０名を超える場合 

１名増すごとに 

４５，０００円 

 

 

 

 

 

 

新人看護職員研修事業の実施に必要な研修責任

者経費（謝金、人件費、手当）、報償費、旅費

、需用費（印刷製本費、消耗品費、会議費、図

書購入費）、役務費（通信運搬費、雑役務費）

、使用料及び賃借料、備品購入費、賃金（外部

の研修参加に伴う代替職員経費） 

                                       

 

 

 

 

 

 

新人看護職員研修事業の実施に必要な教育担当

者経費（謝金、人件費、手当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関受入研修事業の実施に必要な教育担当

者経費（謝金、人件費、手当）、需用費（消耗

品費、印刷製本費、会議費、図書購入費）、役

務費（通信運搬費、雑役務費）、使用料及び賃

借料、備品購入費 



 

 

１ 基準額 

 

 

２ 対象経費 

 

 （注） 

１ （３）は複数月で実施すること。 

２ （３）における受入人数については、１人当たり年 

間４０時間で１人とし、上限は３０人とする。なお、

１人４０時間に満たない場合は、複数人で４０時間と

なれば１人とする。 

 

 


